
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

令

和

四

年

度

県

統

計

調

査

の

実

施

統

計

分

析

課

○

優

良

図

書

の

推

奨

男

女

共

同

参

画

青

少

年

課

○

有

害

図

書

の

指

定

〃

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

の

届

指

導

監

査

室

出

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

身

体

障

害

者

手

帳

交

付

の

た

め

の

診

断

を

す

る

障

害

福

祉

課

医

師

の

辞

退

○

保

安

林

の

指

定

の

解

除

治

山

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了 岡

山

県

公

報

令和４年１０月７日 第１２４３７号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号 

 

令
和
四
年
度
に
お
い
て
、
次
の
県
統
計
調
査
を
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

県
統
計
調
査
の
名
称
及
び
目
的 

１ 

名
称 

食
の
安
全
・
安
心
に
関
す
る
県
民
意
識
調
査 

２ 

目
的 

岡
山
県
の
食
の
安
全
・
食
育
推
進
計
画
の
見
直
し
に
あ
た
り
、
食
の
安
全
に
対
す
る
県
民
の
意

識
や
行
動
の
実
態
を
調
査
し
、
得
ら
れ
た
基
礎
資
料
か
ら
県
民
の
意
識
や
ニ
ー
ズ
の
変
化
を
反
映

さ
せ
た
新
た
な
計
画
を
策
定
す
る
。 

二 

県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲 

１ 

地
域
的
範
囲 

岡
山
県
全
域 

２ 

属
性
的
範
囲 

二
十
歳
以
上
の
男
女 

三 

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

１ 

報
告
を
求
め
る
事
項 

(1) 

回
答
者
に
つ
い
て
（
性
別
、
年
齢
、
住
ん
で
い
る
市
町
村
、
職
業
） 

(2) 

こ
こ
一
年
間
の
食
品
の
安
全
性
に
つ
い
て
の
不
安
の
程
度 

(3) 

食
品
の
安
全
に
関
す
る
情
報
の
入
手
先 

(4) 

食
品
の
安
全
性
に
対
す
る
意
識 

(5) 

食
品
事
業
者
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
法
令
の
遵
守
や
衛
生
管
理
な
ど
の
取
り
組
み
に
対
す
る 

 

信
頼
度 

(6) 

食
中
毒
、
輸
入
食
品
に
対
す
る
県
民
の
意
識 

(7) 

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
対
す
る
県
民
の
意
識 

(8) 

食
品
表
示
に
対
す
る
県
民
の
意
識 

(9) 

災
害
時
の
食
の
安
全
に
対
す
る
県
民
の
意
識 

(10) 

岡
山
県
の
施
策
に
つ
い
て
の
満
足
度
と
要
望
度 

(11) 

食
品
安
全
に
関
す
る
意
見
等 

２ 

そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

令
和
四
年
十
一
月
一
日 

四 

報
告
を
求
め
る
者 

二
千
人
（
母
集
団
の
大
き
さ
：
約
百
五
十
万
人
） 

五 

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

郵
送
調
査 

六 

報
告
を
求
め
る
期
間 

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
五
日
ま
で 

七 

実
施
部
課
名 

保
健
福
祉
部
生
活
衛
生
課 

令和４年１０月７日　岡山県公報　第１２４３７号



      番
号

 
 

 
 

図
 

 
書

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
著

 
 

 
者

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

発
 

行
 

所
 

 
 

 
 

 
対

 
 

 
象

 
 

１
 

 
 

ひ
か

り
で

は
っ

け
ん

 
み

え
た

！
せ

か
い

の
う

み
の

ふ
し

ぎ
 
 

 
 

キ
ャ

ロ
ン

・
ブ

ラ
ウ

ン
 

 
 

 
 

作
 

 
 

 
 

 
く

も
ん

出
版

 
 
 

 
 
幼

 
児

 

ベ
ッ

キ
ー

・
ソ

ー
ン

ズ
 

 
 

 
 

絵
 

小
 
松

 
原

 
宏

 
子

 
 

 
 

 
 

 
訳

 

２
 

 
 

く
み

た
て

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
田

 
中

 
達

 
也

 
 

 
 

 
 

 
 

 
作

 
 

 
 

 
 

福
音

館
書

店
 

 
 

 
 

 
 
〃

 

３
 

 
 

い
い

一
日

っ
て

 
な

あ
に

？
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ミ

ー
シ

ャ
・

ア
ー

チ
ャ

ー
 

 
 

 
作

 
 
 

 
 

 
 

Ｂ
Ｌ

出
版

 
 

 
 
小

学
生
（

低
）
 

石
 
津

 
ち

 
ひ

 
ろ

 
 

 
 

 
 

 
訳

 

４
 

 
 

ド
ク

タ
ー

バ
ク

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ゴ

 
キ

 
ン

 
ジ

 
ョ

 
 

 
 

 
 

 
著

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
サ

ン
マ

ー
ク

出
版
 

 
 

 
小

学
生
（

中
）
 

長
 
砂

 
ヒ

 
ロ

 
 

 
 

 
 

 
 
 

絵
・

構
成

 

岸
 
田

 
健

 
児

 
 

 
 

 
 

 
 

 
文

・
構

成
 

５
 

 
 

す
ご

い
ゴ

ミ
の

は
な

し
 

ゴ
ミ

清
掃

員
、

１
０

年
間

や
っ

て
み

た
。

 
滝

 
沢

 
秀

 
一

 
 

 
 

 
 

 
 

 
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学
研

プ
ラ

ス
 

 
 

 
 

〃
 
（

中
）
 

６
 

 
 

読
ん

で
み

な
い

？
 

か
ら

だ
の

こ
と

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
明

 
橋

 
大

 
二

 
 

 
 

 
 

 
 
 

監
修

 
 

 
 

 
高

橋
書

店
 

 
 

 
小

学
生
（

高
）
 

７
 

 
 

に
じ

い
ろ

の
ペ

ン
ダ

ン
ト

 
国

籍
の

な
い

わ
た

し
た

ち
の

は
な

し
 

 
陳

 
天

 
璽

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
大

月
書

店
 

 
 
 
 
 

〃
 
（

高
）
 

由
 
美

 
村

 
嬉

 
々

 
 

 
 

 
 

 
作

 

な
 
か

 
い

 
か

 
お

 
り

 
 

 
 

 
 
絵

 

８
 

 
 

い
っ

し
ょ

に
い

る
よ

 
子

ど
も

と
裁

判
に

出
た

犬
 

 
 

 
 

 
 

 
涌

 
井

 
学

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

著
 
 
 
 
 
 

 
 

 
小

学
館

 
 

 
 
 
中

学
生

 

フ
ラ

ン
と

ハ
ッ

シ
ュ

の
物

語
 

９
 

 
 

お
に

の
ま

つ
り

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

天
 
川

 
栄

 
人

 
 

 
 

 
 

 
 
 

著
 

 
 

 
 

 
講

談
社

 
 

 
 
 

 
 
〃

 

◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号 

 

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
の
た
め
特
に
有
益
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
推
奨
す
る
。 

 

 
 

令
和
四
年
十
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 

令和４年１０月７日　岡山県公報　第１２４３７号



     番
号

 
 

種
 

別
 

 
 

 
 

名
 

 
 

 
称

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
発

行
者

等
 

 

 
１

 
 

 
雑

 
誌

 
 

 
実

話
ナ

ッ
ク

ル
ズ

 
Ｇ

Ｏ
Ｌ

Ｄ
 

Ｖ
ｏ

ｌ
．

２
８

 
大

洋
図

書
 

 
２

 
 

 
 

〃
 

 
 

 
週

刊
実

話
 

ザ
・

タ
ブ

ー
 

１
０

月
８

日
号

 
 

 
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
出

版
 

３
 
 

 
 

〃
 

 
 

 
エ

キ
サ

イ
テ

ィ
ン

グ
マ

ッ
ク

ス
！

デ
ラ

ッ
ク

ス
２

 
文

友
舎
 

０
２

２
夏

 

４
 
 

 
 

〃
 

 
 

 
別

冊
ラ

ヴ
ァ

ー
ズ

 
Ｖ

Ｏ
Ｌ

．
１

０
 

 
 

 
 

 
大

洋
図

書
 

５
 
 

 
 

〃
 

 
 

 
ラ

ブ
マ

ッ
ク

ス
 

２
０

２
２

年
１

０
月

号
 

 
 

 
秋

田
書

店
 

◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号 

 

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 

令和４年１０月７日　岡山県公報　第１２４３７号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ゆ
う
ぜ
ん   

２  

所
在
地 

津
山
市
沼
六
八
三
―
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

株
式
会
社
大
幸 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

津
山
市
沼
六
八
三
―
一 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
九
月
三
十
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
三
〇
〇
八
五
四 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護 

令和４年１０月７日　岡山県公報　第１２４３７号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。 

令
和
四
年
十
月
七
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

指
定
年
月
日 

ア
イ
ン
薬
局 
倉
敷
駅
前
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
寿
町
一
―
二
六 

マ
ツ
ダ
パ
ー
キ
ン
グ
ビ
ル
一
階 

 
 
 

令
和
四
年
九
月
一
日 

 
 

令和４年１０月７日　岡山県公報　第１２４３７号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号 

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
の
指
定
を
受
け
た
次
の
医
師
に
つ
い
て
、
身
体
障
害
者
福

祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
四
年
十
月
七
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

一 

指
定
を
辞
退
し
た
医
師 

 
 

指
定
医
師
名 

 
 
 

 
 
 

診 

療 

科 

目 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

医
療
機
関
の
名
称 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 

 

万 

波 
 

 
誠 

 
 

 
 

腎
臓
、
ぼ
う
こ
う
・
直
腸 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

笠
岡
市
立
市
民
病
院 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

笠
岡
市
笠
岡
五
六
二
八
―
一 

 

松 

田 
 

 

賢 
 

 
 

 

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
腎
臓
、
ぼ
う
こ
う
・
直
腸
、 

医
療
法
人
福
寿
会 

河
本
医
院 

 
 

 
 
 

 

真
庭
市
下
河
内
三
一
四
―
二 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

小
腸 

 

石 

賀 

光 

明 
 
 

 
 

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
腎
臓 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

医
療
法
人
石
賀 

石
賀
医
院 

 
 
 

 
 

 
 

真
庭
市
蒜
山
中
福
田
二
七
四
―
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令和４年１０月７日　岡山県公報　第１２４３７号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
四
年
十
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

総
社
市
日
羽
字
山
本
一
七
の
三
、
一
八
の
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

令和４年１０月７日　岡山県公報　第１２４３７号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

福
田
老
松
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

か

倉
敷
市
西
中
新
田
字
焼
山
一
三
一
番
一
地
先

六
一
・
〇

ら

新

九
・
七
～

倉
敷
市
西
中
新
田
字
八
反
地
二
八
九
番
三
地
先

三
八
・
〇

ま
で

か

倉
敷
市
西
中
新
田
字
焼
山
一
三
一
番
一
地
先

旧

六
一
・
〇

ら

九
・
七
～

一
一
・
六

倉
敷
市
西
中
新
田
字
八
反
地
二
八
九
番
三
地
先

ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

福
田
老
松
線

か
ら

令
和
四
年
十

倉
敷
市
西
中
新
田
字
焼
山
一
三
一
番
一
地
先

倉
敷
市
西
中
新
田
字
八
反
地
二
八
九
番
三
地
先
ま
で

月
七
日
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〔
四
九
五
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

加
賀
郡
吉
備
中
央
町

豊
野
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
用
地
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日
か
ら

同
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で 

測

量

期

間 
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〔
四
九
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
井
尻
野
字
上
仙
一
八
〇
五
―
一
、
一
八
〇
五
―
四
、
一
八
〇
五
―
五 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
井
尻
野
一
八
〇
六
―
一 

川 

幸
雄 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
四
月
二
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
〇
号 
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〔
四
九
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
畑
岡
四
六
三
四
―
一
、
四
六
三
五
、
四
六
三
五
―
三
、
四
六
三
七
、
四
六

三
八
、
四
六
四
〇
―
一
、
四
六
四
〇
―
六
、
四
六
四
一
―
一
、
四
六
四
一
―
三
、
四
六
四
二
、
四
六

四
三
、
四
六
四
四
、
四
六
四
五
、
四
六
四
七
、
四
六
四
八
、
四
六
四
九
、
四
六
五
〇
、
四
六
五
一
―

一
、
四
六
五
一
―
二
の
一
部
、
四
六
五
二
、
四
六
五
三
、
四
六
五
四
―
三
、
四
六
五
六
―
二
の
一
部
、

四
六
五
六
―
三
、
四
六
五
七
―
三
、
四
六
五
七
―
四
、
四
六
五
九
―
二
の
一
部
、
四
六
五
九
―
三
、

四
六
六
二
―
二
、
四
六
六
四
―
二
の
一
部
、
四
六
六
四
―
三
、
四
六
六
六
―
一
、
四
六
六
七
、
四
六

六
八
、
四
六
六
九
、
四
六
七
三
、
四
六
七
四
、
四
六
七
五
―
一
、
四
六
七
五
―
三
、
四
六
七
五
―
四
、

四
六
八
〇
―
四
、
四
七
〇
一
―
一
、
四
七
〇
二
―
三
、
四
七
〇
三
―
二
、
四
七
一
一
―
三
の
一
部
、

四
七
六
九
―
二
、
四
七
七
〇
―
二
、
四
七
七
一
―
二
、
四
七
七
二
―
二
、
四
七
七
二
―
四
の
一
部
、

四
七
八
〇
―
一
の
一
部
、
四
七
八
〇
―
二
の
一
部
、
四
七
八
〇
―
三
の
一
部
、
四
七
八
六
―
一
の
一

部
、
四
七
八
七
―
一
の
一
部
、
四
七
八
七
―
二
の
一
部
、
四
七
八
七
―
六
の
一
部 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
二
八
〇 

和
気
不
動
産
商
事
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

和
氣
五
一
郎 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
二
七
四
―
一 

和
気
商
店
有
限
会
社 

取
締
役 

和
氣 

祥
子 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
七
号 

令和４年１０月７日　岡山県公報　第１２４３７号



〔
四
九
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
畑
岡
四
六
三
四
―
一
、
四
六
三
五
、
四
六
三
五
―
三
、
四
六
三
七
、
四
六

三
八
、
四
六
四
〇
―
一
、
四
六
四
〇
―
六
、
四
六
四
一
―
一
、
四
六
四
一
―
三
、
四
六
四
二
、
四
六

四
三
、
四
六
四
四
、
四
六
四
五
、
四
六
四
七
、
四
六
四
八
、
四
六
四
九
、
四
六
五
〇
、
四
六
五
一
―

一
、
四
六
五
一
―
二
の
一
部
、
四
六
五
二
、
四
六
五
三
、
四
六
五
四
―
三
、
四
六
五
六
―
二
の
一
部
、

四
六
五
六
―
三
、
四
六
五
七
―
三
、
四
六
五
七
―
四
、
四
六
五
九
―
二
の
一
部
、
四
六
五
九
―
三
、

四
六
六
二
―
二
、
四
六
六
四
―
二
の
一
部
、
四
六
六
四
―
三
、
四
六
六
六
―
一
、
四
六
六
七
、
四
六

六
八
、
四
六
六
九
、
四
六
七
三
、
四
六
七
四
、
四
六
七
五
―
一
、
四
六
七
五
―
三
、
四
六
七
五
―
四
、

四
六
八
〇
―
四
、
四
七
〇
一
―
一
、
四
七
〇
二
―
三
、
四
七
〇
三
―
二
、
四
七
一
一
―
三
の
一
部
、

四
七
六
九
―
二
、
四
七
七
〇
―
二
、
四
七
七
一
―
二
、
四
七
七
二
―
二
、
四
七
七
二
―
四
の
一
部
、

四
七
八
〇
―
一
の
一
部
、
四
七
八
〇
―
二
の
一
部
、
四
七
八
〇
―
三
の
一
部
、
四
七
八
六
―
一
の
一

部
、
四
七
八
七
―
一
の
一
部
、
四
七
八
七
―
二
の
一
部
、
四
七
八
七
―
六
の
一
部 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

緑
地 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
二
八
〇 

和
気
不
動
産
商
事
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

和
氣
五
一
郎 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
二
七
四
―
一 

和
気
商
店
有
限
会
社 

取
締
役 

和
氣 

祥
子 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
七
号 
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